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計画素案の全文は、区ホームペー

ジ、こうとう情報ステーション(区

役所2階)、健康推進課(保健所2階

(東陽2-1-1))、および各保健相談所

で閲覧できます。

いただいたご意見やそれに対する

区の考え方は、後日、区ホームペー

ジで公表します。なお、ご意見に対

する個別回答は行いませんので、あ

らかじめご了承ください。

[意見の募集期間]

12／1(土)〜25(火)必着

[意見の提出方法]

①氏名②住所(区外の方は在勤・在

学等も)③年齢④ご意見を記入し、

郵送(区報掲載のはがき等)、ファク

スまたは健康推進課窓口へ。区ホー

ムページからも提出できます(電話

受付は行いません)。

▢問 保健所健康推進課計画策定担当

☎3647-9539、℻3615-7171

[今後のスケジュール]

意見募集締切後、平成31年3月に

計画を策定し、区議会への報告およ

び区民への公表を予定しています。

計画策定の趣旨

近年、わが国の平均寿命は世界で

最も高い水準に達している一方で、

出生率の低下に伴い、急速に高齢化

が進んでいます。また、不適切な食

生活や運動不足等により、生活習慣

病にかかる人が増加し、生活習慣病

による死亡者は全体の6割を占めて

いる状況です。

これまで、江東区食育推進計画お

よび江東区がん対策推進計画は、江

東区健康増進計画とは別計画として

それぞれ策定をしてきましたが、両

計画は生活習慣や生活習慣病対策と

の関連性が強いことから、3計画を

一体的に策定し、関係団体、区民と

ともにライフステージに応じた健康

づくりを進め、健康寿命の延伸・生

活の質の向上を目指していきます。
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素案に対するご意見をお寄せください

計画策定に

あたっての考え方

第1章

区では、平成31〜35年度を期間とする｢江東区健康

増進計画(第二次)・江東区食育推進計画(第三次)・江

東区がん対策推進計画(第二次)｣の策定作業を進めて

います。このたび、計画の素案がまとまりましたので、

区民の皆さんに概要をお知らせするとともに、パブリ

ックコメント(意見募集)を実施します。

▲健康寿命を延ばし、充実した自分らしい生活を(写真はグランチャ東雲)

健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画(素案)の全文は、区ホームページ(ホーム→区政情報→広聴→パブリックコメント)からご覧ください。
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平成30年(2018年)12月�日
江東区ホームページ https://www.city.koto.lg.jp

https://www.city.koto.lg.jp/m(携帯)

区民の健康状況等

(1)人口構成

0〜14歳の割合は都よりも高い一

方で、65歳以上の割合も年々増加し、

平成30年1月1日時点で21.5％となっ

ています。

(2)65歳健康寿命(※)

男女ともにおおむね上昇傾向にあ

ります。平成28年で男性82.19歳、

女性85.60歳となっています。

※65歳の人が、日常生活動作が制限

されるまでの平均年齢

(3)主要死因

がん、心疾患、脳血管疾患の3大生

活習慣病が上位3位を占めています。

(4)医療費

一人あたりの医療費は毎年度増加

しており、平成28年度には35万円を

超えています。

(5)健診の受診状況

国民健康保険の特定健康診査の受

診率は近年横ばい(平成28年度：

39.4％)で、6割以上の方が未受診と

なっています。

計画の体系

本計画では、右表のとおり、基本

理念と2つの総合目標を掲げました。

また、6つの分野別目標を定めるこ

とにより、各施策の展開を図ってい

きます。

響についての知識の普及啓発に取り

組み、喫煙率の減少や受動喫煙防止

対策を推進します。

また、生活習慣病のリスクを高め

る飲酒をする人を減らし、飲酒が及

ぼす健康への影響や未成年・妊産婦

の飲酒の防止について普及啓発を進

めます。

③歯と口の健康

若い世代の歯科健診の受診や口腔

ケアを支援し、全身の健康と歯周病

の関わりについての知識の普及啓発

や医科歯科連携に取り組むことによ

って、生涯を通じた歯・口の健康づ

くりを推進します。

④栄養・食生活

正しい食生活を続けることは健康

な身体づくりの基盤であり、生活習

慣病などの疾病予防にも大きく影響

します。食育推進計画(第三次)｢食

に基づく健康習慣・実践力の向上｣

に基づき、ライフステージに合わせ

た栄養のとり方を理解し、実践でき

るよう支援します。

⑤女性の健康

女性が主体的に健康づくりに取り

組めるように、女性のからだやここ

ろについて正しい知識の普及啓発に

取り組みます。ライフステージに沿

った相談支援の充実や健診、乳がん

・子宮頸がん検診の受診率向上を図

ることによって、女性の健康づくり

を進めます。

2 生活習慣病の予防

①生活習慣病の発症予防と

重症化予防

生活習慣病予防の知識の普及啓発

を行うとともに、特定健康診査等の

受診を促進します。特定保健指導の

対象者には、保健指導の実施に努め

ます。

また、糖尿病の重症化予防の取り

組みとして、医療機関と連携した保

健指導を実施します。

1 生活習慣の改善

①身体活動・運動

身体活動の増加につながる歩行を

習慣づける事業を各世代ごとに展開

するとともに、気軽に運動できる場

を提供し、区民の身体活動量の増加、

運動習慣の定着を図ります。

②たばこ、飲酒

喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影

②フレイル・ロコモティブ

シンドロームの予防

高齢期のフレイル(虚弱状態)やロ

コモティブシンドローム(骨、筋肉

等の障害)の予防につながる知識等

の普及啓発に取り組みます。身体活

動・社会活動が介護予防につながる

ことのさらなる周知を進めます。ま

た、高齢期を豊かに過ごすための地

域での健康づくり、介護予防活動等

への支援を行います。

3 こころの健康

①休養・睡眠

睡眠や休養の必要性について、睡

眠障害等の早期の対応や、世代別に

こころの不調に関する相談支援に取

り組みます。講演会やパンフレット

などで知識の普及啓発に取り組み、

睡眠と休養の必要性の理解促進や心

身の健康づくりを推進します。

②ストレス対処

適切にストレスへの対処をし、こ

ころの健康づくりを進めるために、

世代別にこころの不調に関する相談

支援に取り組むとともに、講演会や

パンフレットなどで知識の普及啓発

に取り組み、適切なストレス対処方

法の普及啓発に努めます。

③相談支援

一般精神保健・思春期・高齢者精

神保健相談やアルコールの相談等の

個別の相談、療養に関する教室、母

子保健の中でのメンタルヘルスの相

談など、内容に応じたこころの健康

の相談支援の充実を図ります。

④うつ病対策

うつ病についての正しい知識の普

及啓発やこころの不調に対しての早

期発見・相談支援に取り組み、うつ

病の理解促進と相談支援体制の整備

に努めます。

4 がん対策の推進(がん対策
推進計画(第二次))

①がんの予防

健康的な生活ががんの発症のリス

クの減少につながることなど、がん

の理解と生活習慣の正しい知識の普

及啓発に努めます。

また、感染症に起因するがんを予

防するため、正しい知識の普及啓発

や検診の受診勧奨に取り組みます。

②がんの早期発見の推進

がんの早期発見、早期治療のため、

がん検診の必要性をわかりやすく周

知します。受診しやすい検診環境を

整備し、個別通知、再勧奨等に取り

組み、受診率向上に努めます。また、

検診の適切な実施方法や精度につい

て検討し、検診の質の向上を目指し

ます。

③がんになっても安心して

暮らせる体制づくり

がん患者や家族の方ががんの診断

を受けたときから、不安や悩みを軽

減できるよう、がんの相談窓口の周

知を進めます。また、必要な治療、

支援を受けながら安心して暮らし続

けられるよう、在宅医療の多職種間

の連携体制強化や、病気と仕事の両

立への事業者の理解促進、在宅医療

や緩和ケア等の正しい知識の普及啓

発に努めます。

5 食育の推進
(食育推進計画(第三次))

①食に関する知識・選択力の向上

食に関心がない人に向けた情報発

信ができるよう工夫し、生活状況に

応じて、個人が｢食｣を選択する力を

養い、正確な判断ができるよう努め

ます。

②食に基づく健康習慣・

実践力の向上

バランスの良い食事をとることや

適正体重を維持することを情報提供

等により支援し、各世代に応じて、

食べることの大切さを理解し、より

良い食習慣を実践できる区民を育ん

でいきます。

③食に対する感謝の気持ちの醸成

保育園や幼稚園、学校を通じて食

品ロスを減らす取り組み等を推進し、

食への感謝の気持ちを育み、食文化

を次世代へ継承することを目指しま

す。

6 社会環境の整備

地域のつながりの醸成と健康づくり

地域のつながりが健康状態と関係

があることについて普及啓発を進め

ます。また、地域活動等を通じた健

康づくりの活性化のため、区の健康

づくりに関する事業や健康増進に資

する情報の周知・啓発を一層推進し

ます。併せて、区民が気軽に健康づ

くりに参加できるよう、新たな仕組

みづくりを検討します。

各施策の

目標と取り組み

第2章

20代以下 30代 40代 50代 60代 70代以上年齢

住所

氏名

※いただいた個人情報は、本パブリックコメント以外

の目的には使用しません。

江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策

推進計画(素案)の具体的な箇所へのご意見を

お聞かせください。

意見募集締切：12／25(火)必着

②たばこ、飲酒

①身体活動・運動

施策

6 社会環境の整備

1 生活習慣の改善
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分野別目標総合目標基本理念

①食に関する知識・選択力の向上5 食育の推進
(江東区食育推進計
画(第三次))

②食に基づく健康習慣・実践力の向上

③食に対する感謝の気持ちの醸成

地域のつながりの醸成と健康づくり

④うつ病対策

①がんの予防4 がん対策の推進
(江東区がん対策推
進計画(第二次))

②がんの早期発見の推進

③がんになっても安心して暮らせる体制づくり

2 生活習慣病の予防
②フレイル・ロコモティブシンドロームの予防

①休養・睡眠

3 こころの健康
②ストレス対処

③相談支援

③歯と口の健康

④栄養・食生活

⑤女性の健康

①生活習慣病の発症予防と重症化予防

こうとう区報は発行日から
3日かけて郵便ポストへ
お届けしています

ご家庭・事業所等で配布が必要ない場合や、配布部数の変更を希望
される場合は、全戸配布コールセンター（平日および配布日の9：00〜
19：00）☎3950-3070へ 読み終わった区報は古紙回収へ

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！
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